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第５

１．報 告

（ １）農 地法第 ３条の３ 第１項 （相続等による取得）の規定 による届出につい

て

（２）農地の転用事実に関する照会書について

（３）農地改良完了報告書について

２．議 事

（１）議案第２９号

農地法第３条の規定による許可申請に対する可否決定について

（２）議案第３０号

農地法第４条第１項の規定による許可申請に対する可否決定について

（３）議案第３１号

農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する可否決定について

（４）議案第３２号

農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画に対する意見決定

について

（５）議案第３３号

現況非農地証明願いに対する可否決定について

（５）議案第３４号

仙北農業振興地域整備計画に対する意見決定について

（６）その他

第６ 閉 会

６．事務局職員

事務局長 伊 藤 一 彦 参 事 門 脇 益 美

係 長 樫 尾 健 主 事 伊 藤 大 地

７．書 記

参 事 門 脇 益 美

８．議事録署名員

２４番 糸 井 淳 ２５番 藤 原 由 悦

９．会議の概要

議 長 ただ今 から平 成２８ 年第８回仙北市 農業委員会総会を開会いたします。

天気も あまり 良くな く、梅雨明けも していませんが栗の花もまだ咲いて

ないみ たいで もう少 し梅雨明 けには 時間が かかる ような 気がしま す。地震

のあっ た熊本 につい ては、地 震のあ とに雨 による 被害も 出ている ようです

が、そ の雨も 東北地 方へ影響 を及ぼ すかも しれな いと警 戒が必要 かもしれ

ません。

議 長 それで は、本 日の総 会への出席委員 は２４名。欠席委員は３名です。よ

って、本総会は定足数に達しております。

議 長 次に、 議事録 署名員 並びに会議書記 の指名をこちらからしてよろしいで

しょうか。

『異議なし』の声

議 長 それでは議事録署名員に２４番糸井委員、２５番藤原委員を指名します。

会議書記には門脇参事を指名します。

議 長 本日の 会議の 日程に つきましては、 お手元に配布している議事日程に従

い進行いたします。ご異議ございませんか。

『異議なし』の声

議 長 異議なしと認めます。それでは日程４、会務諸報告をお願いします。

伊藤局長 《会務諸報告の朗読及び説明》（９時５分）



議 長 あ りがと うござい ました 。各推薦委員からの報告は議 事終了後にお受け

し たいと 思っております 。それでは日程５、報告に入り たいと思います。

事務局よりお願いします。

伊藤 局長 報 告１。 農地法第 ３条の ３第１項の規定（相続等）に よる届出について

で す 。 ６ 月 １ ０ 日 か ら ７ 月 ７ 日 ま で に ９ 名 の 方 か ら 相 続 し た と 届 け 出 が

あり受理し通知した旨を報告致します。

樫尾 係長 報 告２。 農地の転 用事実 に関する回答書につきまして 法務局より４件の

照 会 が あ り ま し た 。 こ ち ら に つ き ま し て は 農 業 委 員 の 方 々 と 現 地 確 認 を

し て お り 、 そ の 結 果 を 回 答 し て お り ま す 。 １ 件 目 は 田 沢 湖 田 沢 地 区 、 登

記 地 目 は 畑 、 変 更 後 の 地 目 は 原 野 に な り ま す 。 面 積 に つ き ま し て は ○ ○

㎡ 、 申 請 者 は 田 沢 湖 田 沢 地 区 の ○ ○ さ ん 、 昭 和 年 月 不 詳 か ら 原 野 と し て

利 用 さ れ て お り ま す 。 ２ 件 目 は 田 沢 湖 田 沢 地 区 、 登 記 地 目 は 畑 、 変 更 後

の 地 目 は 原 野 と な り ま す 。 面 積 に つ き ま し て は ○ ○ ㎡ 、 申 請 者 は 田 沢 湖

田 沢 地 区 の ○ ○ さ ん 、 昭 和 年 月 日 不 詳 か ら 原 野 と し て 利 用 さ れ て お り ま

す 。 ３ 件 目 は 田 沢 湖 田 沢 地 区 、 登 記 地 目 は 畑 、 変 更 後 の 地 目 は 山 林 と な

り ま す 。 面 積 に つ き ま し て は ○ ○ ㎡ 、 申 請 者 は 田 沢 湖 田 沢 地 区 の ○ ○ さ

ん 、 昭 和 ５ １ 年 月 日 不 詳 か ら 山 林 と し て 利 用 さ れ て お り ま す 。 ４ 件 目 は

田 沢 湖 田 沢 地 区 、 登 記 地 目 は 田 、 変 更 後 の 地 目 は 原 野 と な り ま す 。 面 積

に つ き ま し て は ○ ○ ㎡ 、 申 請 者 は 田 沢 湖 田 沢 地 区 の ○ ○ さ ん 、 昭 和 年 月

日 不 詳 か ら 原 野 と し て 利 用 さ れ て お り ま す 。 ５ 件 目 は 角 館 町 勝 楽 地 区 、

登 記 地 目 は 田 、 変 更 後 の 地 目 は 宅 地 と な り ま す 。 面 積 に つ き ま し て は ○

○ ㎡ 、 申 請 者 は ○ ○ 県 ○ ○ 市 に お 住 ま い の ○ ○ さ ん 、 昭 和 ５ ０ 年 ６ 月 ３

０ 日 か ら 宅 地 と し て 利 用 さ れ て お り ま す 。 報 告 ２ の 説 明 は 以 上 に な り ま

す。

次に報 告３に ついて 説明致します。 農地改良の完了届の提出がありまし

た。 届出人 は角館町白岩地区の○○さ ん。先月農地の改良届が提出され、

そ の 後 改 良 が 終 了 し た こ と か ら 完 了 届 の 提 出 が さ れ て お り ま す 。 完 了 後

の 写 真 を 添 付 し て お り ま す の で 、 ご 覧 く だ さ い 。 報 告 ２ と 同 様 に こ ち ら

に つ き ま し て も 地 区 担 当 農 業 委 員 と 事 務 局 で 現 地 確 認 を し て お り ま す 。

報告は以上になります。（９時１０分）

議 長 報 告が終 わりま した。 それでは議事に 入ります。議案第２９号、農地法第

３ 条 の 規 定 に 対 す る 可 否 決 定 に つ い て を 上 程 し ま す 。 説 明 を お 願 い し ま

す。

門脇参 事 議 案第２ ９号。 農地法 第３条の規定に よる許可申請について。農地法第３

条 の 規 定 に よ り 、 別 紙 の と お り 許 可 申 請 が あ っ た の で 審 議 の う え 許 可 の

可 否 を 求 め る 。 平 成 ２ ８ 年 ７ 月 ８ 日 提 出 。 仙 北 市 農 業 委 員 会 会 長 羽 川 正

幸。

門脇参事 内容について説明します。整理番号１番、農地の所在が田沢湖神代地区、

田 ○ ○ 筆 、 面 積 が ○ ○ ㎡ 、 譲 渡 人 は 田 沢 湖 神 代 地 区 の ○ ○ さ ん 。 譲 受 人

は 同 じ く 神 代 地 区 の ○ ○ さ ん で す 。 利 用 目 的 は 田 。 ３ 条 無 償 移 転 で す 。

申請 事由は 譲渡人の息子さんは農業を 行っておらず、耕作も不便であり、

譲 受 人 世 帯 は 後 継 者 が い る こ と や 譲 受 人 の 隣 接 農 地 で も あ り 耕 作 に 便 利

なことから、経営規模拡大を考えている譲受人への贈与になります。

議 長 説明が 終わり ました 。現地確認報告 に入ります。整理番号１番につきま

しては１３番藤村委員より現地確認報告をお願いします。

13番 藤 村 《整理番号１番について、３条調書に基づき現地確認報告》

議 長 無いよ うです ので、 議案第２９号に ついては許可することにご異議ござ

いませんか。



『異議無し』の声

議 長 異 議無し と認めま す。よ って、議案第２９号について は許可することに

決定します。 （９時１３分）

議 長 次 に議案 第３０号 農地法 第４条第１項の規定による許 可申請についてを

上程します。説明をお願いします。

樫尾 係長 そ れでは 内容につ いて説 明します。整理番号１番、農 地の所在が田沢湖

生 保 内 地 区 で 登 記 簿 が 田 、 現 況 は 畑 、 ○ ○ 筆 、 面 積 が ○ ○ ㎡ 、 申 請 人 は

田 沢 湖 生 保 内 地 区 の ○ ○ さ ん 。 こ ち ら は ４ 条 申 請 で す の で 、 申 請 人 と 事

業 主 は 同 じ と な り ま す 。 転 用 理 由 と し ま し て は 、 現 在 居 住 し て い る 住 宅

に つ い て 長 男 夫 婦 が 同 居 し て お り 、 手 狭 で あ る こ と や 今 後 を 考 慮 し て 父

親 で あ る 申 請 人 の 農 地 を 転 用 し 、 既 存 住 宅 の 増 築 を 行 う と の こ と で す 。

以上説明を終わります。

議 長 説 明が終 わりまし た。現 地確認報告に入ります。整理 番号１番につきま

しては、７番千葉委員より現地確認報告をお願いします。

７番千葉 《整理番号１番について、現地確認報告》

議 長 現地確認報告が終わりました。ご意見ご質問等ございませんか。

『無し』の声あり

議 長 無 いよう ですので 、議案 第３０号については許可する ことにご異議ござ

いませんか。

『異議無し』の声

議 長 異 議無し と認めま す。よ って、議案第３０号について は許可することに

決定します。 （９時１７分）

議 長 次 に議案 第３１号 農地法 第５条第１項の規定による許 可申請についてを

上程します。説明をお願いします。

樫尾係 長 議案第 ３１号 農地法 第５条第１項の 規定による許可申請につきまして内

容の説明を致します。

整理番 号１番 、農地 の所在は角館町 小勝田地区、登記現況共に田、○○

筆、面 積は○ ○㎡、 譲渡人は ○○市 ○○に お住ま いの○ ○さん、 譲受人は

角館町 小勝田 地区の ○○さん です。 所有権 移転の 案件に なります 。転用理

由とし まして は、宅 地及び通 路とな ってい る隣接 地と併 せて、申 請農地も

共同住 宅とし て転用 を行いた いとの ことで す。こ ちらに ついては 都市計画

区域内 になり ます。 資料には 現地の 写真や 位置図 などを 添付して おります

ので、ご覧ください。

次 に整 理番 号２番 、農地の 所在は 角館町 西田地 区、登 記現況共 に田、○

○筆、 面積は 合計○ ○㎡、賃 貸人は 角館町 岩瀬地 区の○ ○さん、 賃借人は

○○市 ○○区 の○○ さんです 。こち らは賃 貸借の 案件に なります 。転用理

由とし まして は、市 立角館総 合病院 の移転 新築に 伴い、 患者応需 薬局及び

基幹薬 局の建 築を行 うとのこ とです 。こち らにつ いても 都市計画 区域内に

なりま す。併 せて資 料には現 地の写 真や位 置図な どを添 付してお りますの

で、ご覧ください。

以上説明を終わります。

議 長 説明が 終わり ました 。現地確認報告 に入ります。整理番号１番につきま

しては、２４番糸井委員より現地確認報告をお願いします。

24番 糸 井 《整理番号１番について、現地確認報告》

議 長 次に整 理番号 ２番に つきましては、 ４番佐藤委員より現地確認報告をお

願いします。

４番佐藤 《整理番号２番について、現地確認報告》

議 長 現地確認報告が終わりました。ご意見ご質問等ございませんか。



『無し』の声あり

議 長 無 いよう ですので 、議案 第３１号については許可する ことにご異議ござ

いませんか。

『異議無し』の声

議 長 異 議無し と認めま す。よ って、議案第３１号について は許可することに

決定します。 （９時２７分）

議 長 次 に、議 案第３２ 号、農 業経営基盤強化促進法に基づ く農地利用集積計

画 の承認に ついて 整理番 号７番 、８番、 ９番を 上程しま すが、 利害関 係者

の退席をお願いします。

≪２４番糸井委員退室≫（９時２８分）

伊藤 主事 整 理番号 ７番につ いて説 明します。農地の所在が角館 町山谷川崎地区で

登記 簿現況 共に田、 ○○筆 、合計面積が○○㎡、新規の 賃貸借案件です。

登記 名義人 が亡くな ってい ることから推定相続人との契 約となります。賃

貸人 は角館 町山谷川 崎地区 の推定相続人○○さん、賃借 人は同じく山谷川

崎地 区の○ ○さんで す。利 用目的は田、期間は○○年、 １０アール当たり

米○○俵の年額米○○俵です。

次に 整理 番号８ 番につ いて説 明します 。農地 の所在が 角館町 山谷川 崎地

区で登記現況共に田、○○筆、合計面積が○○㎡、新規の賃貸借案件です。

こ ちらも登 記名義 人が亡 くなっ ているこ とから 推定相続 人との 契約と なり

ま す。賃貸 人は角 館町山 谷川崎 地区の推 定相続 人○○さ ん、賃 借人は 整理

番 号７番と 同じく ○○さ んです 。利用目 的は田 、期間は ○○年 、１０ アー

ル当たり米○○俵の年額米○○俵です。

次に 整理 番号９ 番につ いて説 明します 。農地 の所在が 角館町 山谷川 崎地

区 で登記現 況共に 田、○ ○筆、 面積は○ ○㎡、 新規の賃 貸借案 件です 。賃

貸人は 角館町 山谷川 崎地区の ○○さ ん、賃 借人は 整理番 号７番、 ８番と同

じく○ ○さん です。 利用目的 は田、 期間は ○○年 、１０ アール当 たり米○

○俵の年額米○○俵です。説明は以上になります。

議 長 説明が終わりました。ご意見ご質問等ございませんか。

『無し』の声あり

議 長 議案第 ３２号 農業経 営基盤強化促進 法に基づく農地利用集積計画の整理

番 号７番 、８番 、９番 については、異 議なしと認め、適正と判断すること

にご異議ございませんか。

『異議なし』の声あり

議 長 異議な しと認 めます 。議案第３２号 農業経営基盤強化促進法に基づく農

地利用集積計画の整理番号７番、８番、９番については、異議なしと認め、

適正と判断することとします。

≪２４番糸井委員入室≫（９時３０分）

次 に議 案第 ３２号 整理番号 ７番か ら９番 以外を 上程し ます。説 明を求め

ます。

伊藤主事 それでは整理番号１番から説明を致します。

整理番 号１番 、農地 の所在は田沢湖 生保内地区、田○○筆、登記現況共

に 田、合 計面積 は○○ ㎡、譲渡人は田 沢湖生保内地区の○○さん、譲受人

は 公益社 団法人 秋田県 農業公社です。 買受予定者は○○さんです。公社分

割 型の所 有権移 転の案 件になります。 こちらにつきましては○○年間の分

割 支払い 終了後 、平成 ○○年度に秋田 県農業公社から○○さんへ所有権移

転 が予定 されて おりま す。売買価格は １０アール当たり○○円の総額○○

円です。

次 に整 理番 号２番 、関係農 地の所 在は田 沢湖生 保内地 区、田○ ○筆、登



記 現況共に 田、合 計面積 は○○ ㎡、譲渡 人は○ ○県○○ 市にお 住まい の○

○ さん、譲 受人は 公益社 団法人 秋田県農 業公社 です。買 受予定 者は整 理番

号 １番と同 じく○ ○さん です。 こちらも 公社分 割型の所 有権移 転の案 件に

な ります。 こちら につき まして も○○年 間の分 割支払い 終了後 、平成 ○○

年 度に秋田 県農業 公社か ら○○ さんへ所 有権移 転が予定 されて おりま す。

売買価格は１０アール当たり○○円の総額○○円です。

次に整理番号３番、農地の所在は田沢湖生保内字町田沢地区、田○○筆、

登 記現況共 に田、 合計面 積は○ ○㎡、譲 渡人は 田沢湖生 保内地 区の○ ○さ

ん 、譲受人 は同じ く生保 内地区 の○○さ んです 。所有権 移転の 案件に なり

ま す。売買 価格に つきま しては 、１０ア ール当 たり○○ 円の総 額○○ 円、

自己資金ので支払い予定です。

所有 権移 転につ きまし ては、 ３件とな ります 。次に賃 貸借案 件の説 明を

致します。

整理 番号 ４番、 関係農 地の所 在は田沢 湖神代 地区、田 ○○筆 、登記 現況

共 に田、面 積は○ ○㎡で す。賃 貸人は田 沢湖神 代地区の ○○さ ん、賃 借人

は 西木町小 渕野地 区の○ ○さん です。こ ちらは 新規賃貸 借の案 件にな りま

す 。利用目 的は田 、期間 は○○ 年、賃貸 借料は １０アー ル当た り○○ 円の

年額○○円です。

整理 番号 ５番、 関係農 地の所 在は田沢 湖神代 地区、田 ○○筆 、登記 現況

共 に田、合 計面積 は○○ ㎡、賃 貸人は田 沢湖神 代地区の ○○さ ん、賃 借人

は 西木町小 渕野地 区の○ ○さん です。こ ちらに つきまし ても新 規賃貸 借の

案 件になり ます。 利用目 的は田 、期間は ○○年 、賃貸借 料は１ ０アー ル当

たり○○円の年額○○円です。

整理 番号 ６番、 農地の 所在は 田沢湖神 代地区 、田○○ 筆、登 記現況 共に

田、合 計面積 は○○ ㎡、賃貸 人は田 沢湖神 代地区 の○○ さん、賃 借人は西

木町小 渕野地 区の○ ○さんで す。こ ちらに つきま しても 新規賃貸 借の案件

になり ます。 利用目 的は田、 期間は ○○年 、賃貸 借料は １０アー ル当たり

○○円の年額○○円です。

次 に整 理番 号１０ 番、農地 の所在 は西木 町上荒 井地区 、田○○ 筆、登記

現況共 に田、 合計面 積は○○ ㎡、賃 貸人は 西木町 西荒井 地区の○ ○さん、

賃借人 は西木 町門屋 地区の○ ○さん です。 新規賃 貸借案 件になり ます。利

用目的 は田、 期間は ○○年、 賃貸借 料は１ ０アー ル当た り○○円 の年額○

○円です。

次 に整 理番 号１１ 番、農地 の所在 は西木 町西荒 井地区 、田○○ 筆、登記

現況共 に田、 合計面 積は○○ ㎡、賃 貸人は 西木町 西荒井 地区の○ ○さん、

賃借人 は整理 番号１ ０番と同 じく○ ○さん です。 こちら も新規賃 貸借案件

になり ます。 利用目 的は田、 期間は ○○年 、賃貸 借料は １０アー ル当たり

○○円の年額○○円です。

次 に整 理番 号１２ 番、農地 の所在 は田沢 湖梅沢 地区、 田○○筆 、登記現

況共に 田、合 計面積 は○○㎡ 、賃貸 人は田 沢湖梅 沢地区 の○○さ ん、賃借

人は同 じく梅 沢地区 の○○さ んです 。再設 定の賃 貸借案 件になり ます。利

用目的 は田、 期間は ○○年、 賃貸借 料は１ ０アー ル当た り米○○ 俵の年額

米○○俵です。

整 理番 号１ ３番以 降につき まして は、農 地中間 管理事 業による 賃貸借の

案件になります。

整 理番 号１ ３番、 農地の所 在は田 沢湖岡 崎地区 、田○ ○筆、登 記現況共

に田、 合計面 積○○ ㎡、賃貸 人の田 沢湖岡 崎地区 の○○ さんから 農地中間

管理機構を通して、転借人○○さんへの賃貸借となります。利用目的は田、



期 間は１０ 年１ヶ 月、賃 貸借料 は１０ア ール当 たり○○ 円の年 額○○ 円と

なります。

整理 番号 １４番 、農地 の所在 は田沢湖 岡崎地 区、田○ ○筆、 登記現 況共

に 田、合計 面積○ ○㎡、 賃貸人 の田沢湖 岡崎地 区の○○ さんか ら農地 中間

管理機構を通して、転借人○○さんへの賃貸借となります。利用目的は田、

期 間は１０ 年１ヶ 月、賃 貸借料 は１０ア ール当 たり○○ 円の年 額○○ 円と

なります。

整理 番号 １５番 、農地 の所在 は田沢湖 生保内 地区、田 ○○筆 、登記 現況

共 に田、合 計面積 は○○ ㎡、賃 貸人の田 沢湖生 保内地区 の○○ さんか ら農

地 中間管理 機構を 通して 、転借 人○○さ んへの 賃貸借と なりま す。利 用目

的 は田、期 間は１ ０年１ ヶ月、 賃貸借料 は１０ アール当 たり○ ○円の 年額

○○円となります。

整理 番号 １６番 、農地 の所在 は田沢湖 生保内 地区、田 ○○筆 、登記 現況

共 に田、合 計面積 は○○ ㎡、賃 貸人の田 沢湖生 保内地区 の○○ さんか ら農

地 中間管理 機構を 通して 、転借 人○○さ んへの 賃貸借と なりま す。利 用目

的 は田、期 間は１ ０年１ ヶ月、 賃貸借料 は１０ アール当 たり○ ○円の 年額

○○円となります。

整理 番号 １７番 、農地 の所在 は田沢湖 生保内 地区、田 ○○筆 、登記 現況

共 に田、合 計面積 ○○㎡ 、賃貸 人の田沢 湖生保 内地区の ○○さ んから 農地

中間管理機構を通して、転借人○○への賃貸借となります。利用目的は田、

期 間は１０ 年１ヶ 月、賃 貸借料 は１０ア ール当 たり○○ 円の年 額○○ 円と

なります。

整理 番号 １８番 、農地 の所在 は田沢湖 生保内 地区、田 ○○筆 、登記 現況

共 に田、面 積は○ ○㎡、 賃貸人 田沢湖生 保内地 区の○○ さんか ら農地 中間

管理機 構を通 して、 転借人○ ○への 賃貸借 となり ます。 利用目的 は田、期

間は１ ０年１ ヶ月、 賃貸借料 は１０ アール 当たり ○○円 の年額○ ○円とな

ります。

整 理番 号１ ９番、 農地の所 在は田 沢湖生 保内地 区、田 ○○筆、 登記現況

共に田 、合計 面積は ○○㎡、 賃貸人 の○○ さんか ら農地 中間管理 機構を通

して、 転借人 ○○さ んへの賃 貸借と なりま す。利 用目的 は田、期 間は１０

年１ヶ 月、賃 貸借料 は１０ア ール当 たり○ ○円の 年額○ ○円とな ります。

整 理番 号２ ０番、 農地の所 在は角 館町下 延地区 、田○ ○筆、登 記現況共

に田、 合計面 積は○ ○㎡、賃 貸人の ○○さ んから 農地中 間管理機 構を通し

て、転 借人○ ○さん への賃貸 借とな ります 。利用 目的は 田、期間 は１０年

１ヶ月、賃貸借料は１０アール当たり○○円の年額○○円となります。

整 理番 号２ １番、 農地の所 在は西 木町桧 木内地 区、田 ○○筆○ ○㎡、畑

○○筆 ○○㎡ の合計 ○○筆○ ○㎡、 賃貸人 の○○ さんか ら農地中 間管理機

構を通 して、 転借人 ○○さん への賃 貸借と なりま す。利 用目的は 田、期間

は１０ 年１ヶ 月、賃 貸借料は １０ア ール当 たり○ ○円の 年額○○ 円となり

ます。畑については使用貸借となります。

説明は以上になります。

議 長 説明がおわりました。ご意見ご質問等ございませんか。

議 長 整理番 号２１ 番につ いては農地中間 管理機構を通しての転借ですがどの

程度の額が中間管理機構から支払われますか。

伊藤主 事 経営転 換協力 金は１ ０アール当たり ○○円の単価設定になっております

ので、賃貸借面積が○○㎡で計算しますと約○○万円になります。

23番 大 石 整理番号 ３番に ついてですが、１０ アール単価につきまして金額的に安

いと思われますが、なにかしらの事情があるのでしょうか。



伊藤 主事 こ ちらの 筆につき まして は、山間の奥の農地であり耕 作が不便であるこ

と と 、 譲 渡 人 か ら の 話 で 、 今 ま で そ の よ う な 農 地 に 賃 借 料 と し て １ ０ ア

ー ル 当 た り ○ ○ 円 を 貰 っ て い た の で 迷 惑 を か け た く な い と の 申 し 出 が あ

り ま し た 。 た だ 譲 受 人 は 無 償 で 頂 く こ と は で き な い と の こ と か ら お 互 い

の話し合いでこの金額が決まったとのことです。

７番 千葉 譲 渡人は 近々、娘 さんの ところへ転居をする予定で、 財産の処分的なも

の も 考 え て い た み た い で す 。 あ わ せ て 以 前 豪 雨 が あ っ た 時 に 農 地 が 流 さ

れ て修繕 などを行わなけ れば耕作を行えないとのことで した。以上です。

議 長 整 理番号 ４番から ６番に ついて、賃借料が○○円とな っているが耕作は

なにをする予定なのか。

１番 髙橋 賃 借人の ○○さん が耕作 をしていくことになりますが 、そばの作付けを

行 い た い と の こ と で し た 。 整 理 番 号 ６ 番 の 農 地 は 基 盤 整 備 が 行 わ れ て お

ら ず、法 面が広いことか ら除草などの手間が掛かること などを考慮して、

この賃借料にしたとのことです。

議 長 他にご意見ご質問等ございませんか。

『無し』の声あり。

議 長 議 案第３ ２号農業 経営基 盤強化促進法に基づく農地利 用集積計画の整理

番号 ７番か ら９番以 外につ いては、異議なしと認め、適 正と判断すること

にご異議ございませんか。

『異議なし』の声あり

議 長 異 議なし と認めま す。議 案第３２号農業経営基盤強化 促進法に基づく農

地利 用集積 計画の整 理番号 ７番から９番を除き、異議な しと認め、適正と

判断することとします。（９時４８分）

議 長 次 に議案 第３３号 現況非 農地証明願いに対する可否決 定についてを上程

します。事務局より説明をお願いします。

樫尾係長 議案第３３号現況非農地証明願いにつきまして説明致します。

整理番 号１番 、農地 の所在は西木町 小山田地区、畑○○筆、登記地目は

畑 、 現 況 地 目 は 原 野 、 面 積 は ○ ○ ㎡ 、 申 請 者 は 西 木 町 門 屋 地 区 の ○ ○ さ

ん で す 。 非 農 地 の 事 由 と し ま し て は 平 成 ７ 年 月 日 不 詳 よ り 原 野 化 し て い

るとのことです。説明は以上になります。

議 長 説明が終わりました。現地確認報告をお願いします。

21番 田 村 《議案第３３号整理番号１について、現地確認報告》

議 長 現地確認報告が終わりました。ご意見ご質問等ございませんか。

報告を 聞きま すと現 地確認を行った ３名の方々が判断がつきかねるよう

な 状 況 な の か な と 思 え ま す 。 議 案 第 ３ ３ 号 に つ い て ご 意 見 ご 質 問 な ど あ

りますでしょうか

18番 草 彅 全部事項 証明書 を見る限り抵当権が ついていますが、その抵当権につい

て 非 農 地 を 行 う と ど の よ う に な る の か 、 抵 当 権 設 定 者 か ら 見 て 、 そ の 農

地の価値が下がり、問題になるのではないのか。

議 長 暫時休憩します。（９時５３分）

議 長 休憩以前に遡り、議事を再開します。（１０時３分）

樫尾係 長 議案第 ３３号 につき ましては、抵当 権に関することや申請地の状況など

を再度申請者に聞き取り及びそれに架かる法的な調査を再度行います。

議 長 他にご意見ご質問等ございませんか。

『無し』の声あり

議 長 それで は議案 第３３ 号非農地証明願 いに対する可否決定については、事

務 局の申 請者へ の再度 の聞き取り及び 抵当権に関する調査などを結果を待



つということで保留案件としますがご異議ございませんか。

『異議なし』の声あり

議 長 異 議なし と認めま す。議 案第３３号非農地証明願いに 対する可否決定に

つ い て は 、 事 務 局 の 申 請 者 へ の 再 度 の 聞 き 取 り 及 び 抵 当 権 に 関 す る 調 査

などを結果を待つということで保留案件とします

（１０時５分）

議 長 次 に議案 第３４号 仙北農 業振興地域整備計画に対する 意見決定について

を 上 程 し ま す 。 本 議 案 に つ い て の 説 明 は 市 農 山 村 活 性 課 か ら お 願 い し ま

す。

齋藤主査 それでは議案第３４号につきまして説明致します。

今 回の仙 北農業振 興地域 整備計画書の変更につきまし て、農業振興地域

か ら の 除 外 が 、 西 木 地 区 ○ ○ 件 、 ○ ○ ㎡ 、 農 業 振 興 地 域 か ら の 編 入 が 田

沢 湖 地 区 ○ ○ 件 、 ○ ○ ㎡ に な り ま す 。 除 外 に か か る 用 途 と し て は 資 材 置

き 場 、 駐 車 場 ・ 堆 雪 場 と な り ま す 。 こ ち ら に つ き ま し て は 農 業 委 員 会 事

務 局 転 用 担 当 と の 打 合 せ に よ り 、 農 地 法 と し て の 区 分 用 件 、 許 可 基 準 に

つ き ま し て 問 題 な い と 考 え て お り ま す 。 資 料 に つ き ま し て は 現 地 写 真 や

事業計画書及び被害防除計画書などを添付しております。

な お、除 外の整理 番号２ 番、所有者○○さん、事業主 ○○さんですがこ

ち ら は 既 に 事 業 が 終 了 し て お り 、 農 業 委 員 会 事 務 局 か ら 違 反 転 用 状 態 に

あ る と の 指 摘 を 受 け て お り ま す 。 そ の 後 協 議 を 行 い 、 今 回 除 外 手 続 き を

することとなります。説明は以上です。

樫尾 係長 今 説明の ありまし た除外 の整理番号２番につきまして 、補足説明を致し

ま す 。 申 請 地 に つ き ま し て は 違 反 転 用 が 発 覚 後 、 土 地 所 有 者 及 び 事 業 主

に 事 情 を 聴 取 し て お り ま す 。 ど ち ら も 農 地 転 用 に つ い て の 知 識 を 持 っ て

お ら ず 、 猛 省 し て い る こ と か ら 通 常 の 農 地 転 用 手 続 き を 行 い 、 県 農 業 振

興 普 及 課 へ 違 反 転 用 が あ っ た 旨 、 報 告 し て お り ま す 。 な お 、 今 後 除 外 手

続 き が 終 了 後 、 農 地 法 第 ５ 条 に て 農 地 転 用 の 申 請 、 常 設 審 議 委 員 会 へ の

諮問を行う予定になります。

議 長 説明が終わりました。ご意見質問などございませんか。

『なし』の声あり

議 長 無いよ うです ので、 議案第３４号仙 北農業振興地域整備計画に対する意

見決定をすることにご異議ございませんか。

『異議無し』の声

議 長 異議無 しと認 めます 。よって、議案 第３４号仙北農業振興地域整備計画

に対する意見決定し、回答することとします。 （１０時１０分）

議 長 予定さ れてい た議案 が終了しました 。各推薦委員からの報告がありまし

たらお願いします。議会等からの報告はありませんか。

議 長 共済からの報告はありますか。

10番 佐 藤 とくにありません。

議 長 農協からの報告はありますか。

18番 草 彅 とくにありません。

議 長 次に、協議事項・連絡事項に入ります。事務局よりお願いします。

19番 山 本 前回総会 におけ る非農地申請につい て、その後の経緯などを報告しても

よろしいでしょうか。

議 長 それでは１９番山本委員からの報告をお願いします。

19番 山 本 先月総会 議案で の非農地申請の公衆 用道路の扱いについてですが、事務

局 と も 協 議 を し ま し た 。 土 地 家 屋 調 査 士 さ ん と の 協 議 も し た こ と で す の

で 、 再 度 事 務 局 か ら も ご 報 告 を お 願 い し ま す 。 補 足 な ど あ り ま し た ら 、



こちらも致します。

樫尾 係長 前 回総会 で３番野 中委員 さんからの質問がありました 非農地申請の件に

つ き ま し て 、 報 告 致 し ま す 。 総 会 後 、 申 請 者 の 委 任 者 で あ る ○ ○ 土 地 家

屋 調 査 士 さ ん と 山 本 委 員 さ ん と 事 務 局 で 協 議 を し て お り ま す 。 公 衆 用 道

路 に つ き ま し て は 、 昔 、 木 の 搬 出 に 利 用 し た 道 路 と し て あ り 、 そ の 一 部

に つ い て 申 請 者 の 農 地 に か か っ て し ま っ た と の こ と で し た 。 た だ 現 在 も

そ の 道 路 が 林 道 と し て 利 用 さ れ て い る よ う で す 。 林 道 に つ き ま し て は 公

衆 用道路 にあたらず、公 衆用道路は県道や市道などが該 当するようです。

申 請 に つ い て は 林 道 と い う 地 目 が な い こ と か ら 、 そ れ に 近 い 公 衆 用 道 路

ということで申請したとのことです。

19番 山 本 昭和 ３９年 頃かと思わ れますが、林道改修などが行わ れたりしておりま

し た が 、 詳 細 は 私 に も わ か ら な い と こ ろ が あ り ま す 。 た だ 事 務 局 か ら 説

明 が あ っ た 内 容 で ほ ぼ 間 違 い が な い と 思 わ れ ま す の で よ ろ し く お 願 い し

ます。

議 長 前 回総会 での非農 地はす でに許可が出ているとのこと ですので、説明が

あった経緯だそうです。野中委員、よろしいでしょうか。

３番野中 わかりました。ありがとうございます。

議 長 それでは協議事項・連絡事項に入ります。事務局よりお願いします。

伊藤局長 ≪協議事項≫

第６０会秋田県農業委員大会における要請事項の検討について

伊藤局長 ≪連絡事項 今後の日程≫

８ 月 ３ 日 （ 水 ） 県 南 地 区 農 業 委 員 研 修 会 （ 大 仙 市 「 フ ァ ー シ ー ズ ン 」

１３時～１６時）

８月５日（金）第９回農業委員会総会（西木総合開発センター「集会室」

９時～）

８月３１ 日（水 ）平成 ２８年 度「東 北・北海 道農業活 性化フォーラム」

（秋田市「県民会館」１２時３０分～）

議 長 協議事項やその他について、ご意見ご質問等ございませんか。

『無し』の声あり

（閉 会）

議 長 以上を もちま して平 成２８年第８回 仙北市農業委員会総会を閉会いたし

ます。お疲れ様でした。（１０時２４分）

上記のとおり会議の顛末を記載し、相違ないことを認め署名する。

平成２８年 月 日

議 長

署 名 員 ２４番

署 名 員 ２５番


